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この手引きは、埼玉県電子入札共同システムに参加している自治体に対して、入札参加資格の変更届 

を行う事業所を対象としています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成２１・２２年度 

建設工事請負等入札参加資格審査 

共同窓口変更申請の手引き 

 

◎システム操作・システム不具合に関するお問い合わせ先 

  ヘルプデスク（平日９：００～１２：００、１３：００～１７：００） 

  電話 ０５７０－０１７７００ 

  電子メール saitama-dnks@hitachijoho.com  

 

◎ＩＤ・パスワードに関するお問い合わせ先 

  代表窓口自治体 

連絡先（埼玉県電子入札共同システム参加市町問い合わせ先一覧表参照） 

＜平成２２年１月＞ 



 
 

変 更 申 請 の 概 要 
 

詳細については、手引きの本文を必ず参照してください。 

 

システムにログイン 
「競争入札参加資格申請受付システム」に ID・パスワードを入力してシステムに入ってください。 
（第５章参照） 

 

データの修正 
変更が必要な事項を修正してください。 

 
 

入力データの送信 
   変更内容を確認のうえ、データ送信してください。 

 

送付票の印刷 
   データ送信後に、変更申請を行う各自治体の送付票を印刷してくだい。 
 
 

送付票、添付書類の郵送 
   送付票、添付書類を共同受付窓口に郵送してください。 （第２章１ 、２、３参照） 
   なお、一部自治体では、「各自治体で個別に必要な書類」がありますので、該当する自治体に直接、 

必要な書類を郵送してください。 （第２章「４各自治体で個別に必要な書類」参照） 
 

書類の審査 
   送付票、添付書類等を共同受付窓口及び各自治体で審査します。 
   なお、各自治体の受理状況を確認することができます。 （第６章参照） 
 
 
 
※業種・業務の抹消、建設業許可の許可区分の変更などは、「書面で変更届を行う事項」となります。

システムから変更することができません。 （第１章「４書面による変更申請について」参照） 
 
 

 



 
 

 

 

＝ 第１章 ＝ はじめに 

 １ この手引きについて  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ [ １ ] 

 ２ 埼玉県電子入札共同システムについて  ・・・・・・・・・・・・・・・・ [ １ ] 

 ３ 事業所単位の申請について  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ [ １ ] 

 ４ 書面による変更申請について      ・・・・・・・・・・・・・・・・ [ １ ] 

 ５ 埼玉県電子入札共同システムを使用する際の注意点  ・・・・・・・・・・ [ ２ ] 

 ６ そのほか  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ [ ２ ] 

 

＝ 第２章 ＝ 共同受付窓口に提出する添付書類一覧 

 １ 建設工事を申請している場合  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ [ ３ ] 

 ２ 設計・調査・測量を申請している場合  ・・・・・・・・・・・・・・・・ [ ５ ] 

 ３ 土木施設維持管理を申請している場合  ・・・・・・・・・・・・・・・・ [ ７ ] 

 ４ 各自治体で個別に必要な書類  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ [ ８ ] 

 

＝ 第３章 ＝ システム操作の流れ 

 １ システム操作の流れ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・[ 14 ] 

 

＝ 第４章 ＝ 変更申請の画面の遷移について 

 １ 画面の名称と変更事項  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ [ 15 ] 

 ２ 画面遷移  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ [ 16 ] 

 

＝ 第５章 ＝ 変更申請を行う 

 １ 埼玉県のトップページを開く  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ [ 20 ] 

 ２ 埼玉県電子入札総合案内（工事・物品）画面  ・・・・・・・・・・・・・ [ 20 ] 

 ３ システム入り口」画面  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ [ 20 ] 

 ４ 業務区分の選択  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ [ 21 ] 

 ５ ログインを行う  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ [ 21 ] 

 ６ 工事等申請受付システムメインページ①  ・・・・・・・・・・・・・・・ [ 22 ] 

 ７ 共通・基本情報を変更する  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ [ 23 ] 

 ８ 建設工事情報登録（共通）を変更する  ・・・・・・・・・・・・・・・・ [ 26 ] 

 ９ 建設工事の申請自治体選択を行う  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ [ 27 ] 

１０ 建設工事情報登録（個別）を変更する  ・・・・・・・・・・・・・・・・ [ 28 ] 

１１ 建設工事の申請書入力データ登録確認を行う  ・・・・・・・・・・・・・ [ 29 ] 

１２ 建設工事のデータ登録完了画面  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ [ 30 ] 

１３ 設計・調査・測量情報（共通）登録画面を変更する  ・・・・・・・・・・ [ 31 ] 

１４ 設計・調査・測量の申請自治体選択を行う  ・・・・・・・・・・・・・・ [ 33 ] 

１５ 設計・調査・測量情報登録（個別）を変更する  ・・・・・・・・・・・・ [ 34 ] 

１６ 設計・調査・測量の申請書入力データ登録確認を行う  ・・・・・・・・・ [ 35 ] 

～目 次～ 



 
 

１７ 設計・調査・測量のデータ登録完了画面  ・・・・・・・・・・・・・・・ [ 36 ] 

１８ 土木施設維持管理情報登録（共通）を確認する  ・・・・・・・・・・・・ [ 37 ] 

１９ 土木施設維持管理の申請自治体選択を行う  ・・・・・・・・・・・・・・ [ 37 ] 

２０ 土木施設維持管理情報登録（個別）を変更する  ・・・・・・・・・・・・ [ 38 ] 

２１ 土木施設維持管理の申請書入力データ登録確認を行う  ・・・・・・・・・ [ 39 ] 

２２ 土木施設維持管理のデータ入力完了画面  ・・・・・・・・・・・・・・・ [ 40 ] 

２３ いったんログアウトして変更申請の続きを行いたい場合  ・・・・・・・・ [ 41 ] 

２４ 工事等申請受付システムメインページ②  ・・・・・・・・・・・・・・・ [ 42 ] 

２５ 入力内容確認画面で変更申請の内容を確認する  ・・・・・・・・・・・・ [ 43 ] 

２６ 入力データ送信画面  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ [ 44 ] 

２７ 送付票印刷画面  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ [ 45 ] 

２８ 工事等申請受付システムメインページ③  ・・・・・・・・・・・・・・・ [ 46 ] 

 

 

＝ 第６章 ＝ 変更申請後に受理状況を確認する 

 １ 変更申請後に受理状況を確認する  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ [ 47 ] 

 

＝ 第７章 ＝ 変更申請後（データ送信後）に変更申請の内容を確認する 

 １ 変更申請後（データ送信後）に変更申請の内容を確認する ・・・・・・・・ [ 47 ] 

 

＝ 第８章 ＝ データ送信後に変更申請を取り下げる 

 １ データ送信後に変更申請を取り下げる  ・・・・・・・・・・・・・・・・ [ 48 ] 

 

＝ 別 表 ＝  

 １ 大臣・都道府県知事コード ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ [ 49 ] 

 

 ２ 埼玉県電子入札共同システム参加自治体問い合わせ先  ・・・・・・・・・ [ 50 ] 

 
 
 
【個人情報の保護について】 

・収集した個人情報については、入札参加資格審査の事務においてのみ利用します。 
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＝ 第１章 ＝ はじめに 

 

１ この手引きについて 

  この手引きは埼玉県電子入札共同システムを利用して、埼玉県及び埼玉県電子入札共同システム参加自

治体に入札参加資格の変更届（以下、「変更申請」という）を行う事業所を対象としています。 

 

 

２ 埼玉県電子入札共同システムについて 

  埼玉県電子入札共同システムとは、県と県内市町村で公共工事入札の透明性・客観性・競争性を向上し、 

併せて入札参加資格審査申請の利便性の向上を図るために構築したシステムです。 

  埼玉県電子入札共同システムを利用して変更申請を行うことができるのは下記自治体となります。 

 
埼玉県電子入札共同システム参加自治体 （平成２１年４月現在） 

埼 玉 県 さいたま市 川 越 市 熊 谷 市 川 口 市 行 田 市 

秩 父 市 所 沢 市 飯 能 市 本 庄 市 東松山市 春日部市 

狭 山 市 鴻 巣 市 深 谷 市 上 尾 市 草 加 市 越 谷 市 

蕨 市 戸 田 市 入 間 市 鳩 ヶ谷 市 朝 霞 市 志 木 市 

和 光 市 新 座 市 久 喜 市 北 本 市 八 潮 市 富士見市 

三 郷 市 蓮 田 市 坂 戸 市 幸 手 市 日 高 市 吉 川 市 

ふじみ野市 三 芳 町 毛呂山町 滑 川 町 嵐 山 町 小 川 町 

ときがわ町 美 里 町 神 川 町 上 里 町 寄 居 町 騎 西 町 

宮 代 町 白 岡 町 鷲 宮 町 杉 戸 町 松 伏 町  

 
 
３ 事業所単位の申請について 

  埼玉県電子入札共同システム参加自治体に対しては、「会社（個人事業者の場合は事業主）単位」の申請 

ではなく、「事業所を単位」として申請していただくことになっています。 

 
１法人で複数の事業所を登録している場合、商号や法人の代表者等、事業所間で共通の事 

項に関して変更するときは、登録している事業所ごとに変更申請を行う必要がありますので、 

ご注意ください。 

 
 

 

４ 書面による変更申請について 

  下記に掲げる事項は書面で申請を行ってください。申請方法等については各申請自治体にお問い合わせ

ください。 

 

(1)  印影の変更 
 使用印鑑届等で届け出た印影に変更が生じた場合に変更することです。 
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(2)  事業所間の契約権限の変更（代理新設、代理人廃止、等） 
事業所間の契約権限の変更とは、建設工事の土木の委任をＡ支店からＢ支店に変更する場合や、本

店で申請した建設工事の土木について新たに代理人を設定して委任する場合など、すでに資格審査を

受けた業種（業務）の申請事業所を１法人内で変更することです。 

 

(3)  建設業許可の許可区分の変更 
 建設業許可区分を一般から特定に変更する場合や、特定から一般に変更にすることです。 

 

(4)  建設業許可の廃止による変更 
 建設業許可が取消になった場合や、建設業許可の更新がされなかった場合に変更することです。 

 

(5)  中小企業等協同組合等の組合員の変更 
 組合員の構成に変更が生じた場合に変更することです。 

 

(6) 業種・業務の抹消、資格者名簿からの抹消、など 
すでに資格審査を受けた業種（業務）の全部または一部を抹消する場合に変更することです 

 

(7) 入札参加資格の承継 
 入札参加資格の承継とは、合併等により入札参加資格を持つ方から当該事業を承継した場合や、個

人事業者の方が法人化した場合など、すでに資格審査を受けた業種（業務）を承継することです。 

 

 

各自治体への問い合わせ先 → ５０～５１頁 
 

 

５ 埼玉県電子入札共同システムを使用する際の注意点 

(1) セキュリティの問題上、３０分以上システムを操作しないと、自動的にログアウトします。 
 また、それまでに入力していた内容は保存されませんので、ご注意ください。 

 

(2) 画面左上のブラウザの「戻る」ボタンは使わないでください。前の画面に戻る場合は必ず画面上の「キ 
ャンセルして戻る」または、「戻る」ボタンを使ってください。 

 

(3) 操作を終了して画面を閉じる場合は、右上の□×印をクリックします。（ログアウトボタンはありません。） 
 
 
６ その他 

業種・業務の追加登録は随時受付をしておりません。追加受付時に申請してください。 

  物品等（物品の販売、買受け、印刷、電算業務、催物、映画、広告その他の業務、建築物管理業務）につ

いての変更申請は、この申請ではできませんので、別途変更申請を行う必要があります。 

  自治体で取り扱いが異なっていますので、申請の方法ついては各申請自治体にお問い合わせください。 

 
各自治体への問い合わせ先 → ５０～５１頁 
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＝ 第２章 ＝ 共同受付窓口に提出する添付書類一覧 ＝ 

１ 建設工事を申請している場合 

 

下記の一覧表の項目に変更が生じた場合は、システムから変更申請を行ってください。 

システムを使って変更を行った後は、申請自治体分の送付票（代表窓口自治体分は２部）及び添付書類を

埼玉県 総務部 入札審査課（以下、「共同受付窓口」という）に郵送してください。 

 ※下記の一覧表以外に、変更申請に独自の書類を必要としている自治体が１７市町あります。８～１３頁の

「４ 各自治体で個別に必要な書類」を参照のうえ、申請自治体にそれぞれ郵送してください。 

 

 
送付票は、「入力データ送信」を行った後に印刷してください。４３～４５頁参照 
 

 （郵送先） 

  〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂３－１５－１ 

  埼玉県 総務部 入札審査課 入札参加資格審査担当（建設工事） 
 

※履歴事項証明、住民票については、写し可 

項番 変更事項 添付書類 

１ 商号又は名称 【法人】 ・履歴事項証明書【商業登記簿謄本】 

（変更日が確認できるもの） 

２ 商号又は名称 【個人】 ・建設業許可の変更届の写し 

（行政庁の受理印のあるもの） 

３ 本店（主たる営業所）の所在地 【法人】 ・履歴事項証明書【商業登記簿謄本】 

（変更日が確認できるもの） 

・建設業許可の変更届の写し 

（行政庁の受理印のあるもの） 

４ 本店（主たる営業所）の所在地 【個人】 ・建設業許可の変更届の写し 

（行政庁の受理印のあるもの） 

５ 本店（主たる営業所）の電話番号、ＦＡＸ番号、

電子メールアドレス 

・なし 

６ 法人の代表者 ・履歴事項証明書【商業登記簿謄本】 

（変更日が確認できるもの） 

・建設業許可の変更届の写し 

（行政庁の受理印のあるもの） 

７ 法人の代表者の役職名又は氏名（改姓、改名等） ・履歴事項証明書【商業登記簿謄本】 

（変更日が確認できるもの） 

・建設業許可の変更届の写し 

（行政庁の受理印のあるもの） 

８ 個人事業主の氏名（改姓、改名等） ・住民票（変更日が確認できるもの）、又は 

建設業許可の変更届の写し（行政庁の受理印

のあるもの） 

９ 代理人 ・委任状【共通様式Ｂ－５】（自治体数分） 

・建設業許可の変更届の写し 

（行政庁の受理印のあるもの） 
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10 代理人を置く営業所の名称 ・委任状【共通様式Ｂ－５】（自治体数分） 

・建設業許可の変更届の写し 

（行政庁の受理印のあるもの） 

11 代理人を置く営業所の所在地 ・委任状【共通様式Ｂ－５】（自治体数分） 

・建設業許可の変更届の写し 

（行政庁の受理印のあるもの） 

12 代理人を置く営業所の電話番号、ＦＡＸ番号、電

子メールアドレス 

・なし 

13 

 

代理人の役職名 ・委任状【共通様式Ｂ－５】（自治体数分） 

14 

 

代理人の氏名（改姓、改名等） ・住民票（変更日が確認できるもの） 

15 

 

申請事務担当者、（部課係名、氏名、電話番号、

ＦＡＸ番号、電子メールアドレスなど） 

・なし 

16 

 

行政書士名、行政書士連絡先電話番号 ・委任状【任意様式】 

17 

 

建設業許可番号 ・許可通知書（証明書）の写し 

18 監理技術者数 ・監理技術者資格者証の写し【両面】 

（変更日現在有効なもの） 

※10人以上の場合は名簿でも可 

 
・添付書類がない場合は、申請自治体分の送付票のみ郵送してください。 
 
 
 
 ◎１法人で複数の事業所を登録している場合、登録している事業所ごとに添付書類の提出を 

行う必要がありますので、ご注意ください。 
◎提出する添付書類が重複している場合は、１部だけ提出してください。 
（変更している事項、業務ごとに提出する必要はありません。） 
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２ 設計・調査・測量を申請している場合 

 

下記の一覧表の項目に変更が生じた場合は、システムから変更申請を行ってください。 

システムを使って変更を行った後は、申請自治体分の送付票（代表窓口自治体分は２部）及び添付書類を

埼玉県 総務部 入札審査課（以下、「共同受付窓口」という）に郵送してください。 

 ※下記の一覧表以外に、変更申請に独自の書類を必要としている自治体が１７市町あります。８～１３頁の

「４ 各自治体で個別に必要な書類」を参照のうえ、申請自治体にそれぞれ郵送してください。 

 

 
送付票は、「入力データ送信」を行った後に印刷してください。４３～４５頁参照 
 

 （郵送先） 

  〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂３－１５－１ 

  埼玉県 総務部 入札審査課 入札参加資格審査担当（建設工事） 
 
 
 

※履歴事項証明、住民票については、写し可 

項番 変更事項 添付書類 

１ 商号又は名称 【法人】 ・履歴事項証明書【商業登記簿謄本】 

（変更日が確認できるもの） 

２ 

 

商号又は名称 【個人】 ・登録行政庁に提出した変更届の写し 

３ 本店（主たる営業所）の所在地 【法人】 ・履歴事項証明書【商業登記簿謄本】 

（変更日が確認できるもの） 

４ 

 

本店（主たる営業所）の所在地 【個人】 ・登録行政庁に提出した変更届の写し 

５ 本店（主たる営業所）の電話番号、ＦＡＸ番号、

電子メールアドレス 

・なし 

６ 法人の代表者 ・履歴事項証明書【商業登記簿謄本】 

（変更日が確認できるもの） 

７ 法人の代表者の役職名又は氏名（改姓、改名等） ・履歴事項証明書【商業登記簿謄本】 

（変更日が確認できるもの） 

８ 個人事業主の氏名（改姓、改名等） ・住民票（変更日が確認できるもの）、又は

登録行政庁に提出した変更届の写し 

９ 

 

代理人 ・委任状【共通様式Ｂ－５】（自治体数分） 

10 代理人を置く営業所の名称 ・委任状【共通様式Ｂ－５】（自治体数分） 

・登録行政庁に提出した変更届の写し 

11 代理人を置く営業所の所在地 ・委任状【共通様式Ｂ－５】（自治体数分） 

・登録行政庁に提出した変更届の写し 

12 代理人を置く営業所の電話番号、ＦＡＸ番号、電

子メールアドレス 

・なし 

13 

 

代理人の役職名 ・委任状【共通様式Ｂ－５】（自治体数分） 
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14 

 

代理人の氏名（改姓、改名等） ・住民票（変更日が確認できるもの） 

15 申請事務担当者、（部課係名、氏名、電話番号、

ＦＡＸ番号、電子メールアドレスなど） 

・なし 

16 

 

行政書士名、行政書士連絡先電話番号 ・委任状【任意様式】 

17 設計調査測量における登録の有無 次に該当するものの写し 

・新規又は更新の登録通知書（証明書） 

・登録の取消・削除の通知書 

・更新されなかった旨を記載した書面 

※測量業務及び建築士事務所の登録につい

ては、申請事業所が登録されていることが

わかるものも提出 

 
・添付書類がない場合は、申請自治体分の送付票のみ郵送してください。 
 
 
 ◎１法人で複数の事業所を登録している場合、登録している事業所ごとに添付書類の提出を 

行う必要がありますので、ご注意ください。 
◎提出する添付書類が重複している場合は、１部だけ提出してください。 
（変更している事項、業務ごとに提出する必要はありません。） 
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３ 土木施設維持管理を申請している場合 

 

下記の一覧表の項目に変更が生じた場合は、システムから変更申請を行ってください。 

システムを使って変更を行った後は、申請自治体分の送付票（代表窓口自治体分は２部）及び添付書類を

埼玉県 総務部 入札審査課（以下、「共同受付窓口」という）に郵送してください。 

 ※下記の一覧表以外に、変更申請に独自の書類を必要としている自治体が１７市町あります。８～１３頁の

「４ 各自治体で個別に必要な書類」を参照のうえ、申請自治体にそれぞれ郵送してください。 

 
送付票は、「入力データ送信」を行った後に印刷してください。４３～４５頁参照 
 

 （郵送先） 

  〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂３－１５－１ 

  埼玉県 総務部 入札審査課 入札参加資格審査担当（建設工事） 
 

※履歴事項証明、住民票については、写し可 

項番 変更事項 添付書類 

１ 商号又は名称 【法人】 ・履歴事項証明書【商業登記簿謄本】 

（変更日が確認できるもの） 

２ 商号又は名称 【個人】 ・なし 

３ 本店（主たる営業所）の所在地 【法人】 ・履歴事項証明書【商業登記簿謄本】 

（変更日が確認できるもの） 

４ 本店（主たる営業所）の所在地 【個人】 ・住民票（変更日が確認できるもの）                     

５ 本店（主たる営業所）の電話番号、ＦＡＸ番号、

電子メールアドレス 

・なし 

６ 法人の代表者 ・履歴事項証明書【商業登記簿謄本】 

（変更日が確認できるもの） 

７ 法人の代表者の役職名又は氏名（改姓、改名等） ・履歴事項証明書【商業登記簿謄本】 

（変更日が確認できるもの） 

８ 個人事業主の氏名（改姓、改名等） ・住民票（変更日が確認できるもの） 

９ 代理人 ・委任状【共通様式Ｂ－５】（自治体数分） 

10 代理人を置く営業所の名称 ・委任状【共通様式Ｂ－５】（自治体数分） 

11 代理人を置く営業所の所在地 ・委任状【共通様式Ｂ－５】（自治体数分） 

12 代理人を置く営業所の電話番号、ＦＡＸ番号、電

子メールアドレス 

・なし 

13 代理人の役職名 ・委任状【共通様式Ｂ－５】（自治体数分） 

14 代理人の氏名（改姓、改名等） ・住民票（変更日が確認できるもの） 

15 申請事務担当者、（部課係名、氏名、電話番号、

ＦＡＸ番号、電子メールアドレスなど） 

・なし 

16 行政書士名、行政書士連絡先電話番号 ・委任状【任意様式】 

・添付書類がない場合は、申請自治体分の送付票のみ郵送してください。 
 
◎１法人で複数の事業所を登録している場合、登録している事業所ごとに添付書類の提出を 

行う必要がありますので、ご注意ください。 
◎提出する添付書類が重複している場合は、１部だけ提出してください。 
（変更している事項、業務ごとに提出する必要はありません。） 



担当課 さいたま市 財政局契約管理部契約課

ＴＥＬ ０４８－８２９－１１７９（直通）

項
番

個別に必要な書類 建設工事
設計調査
測量

土木施設
維持管理

1
・「使用印鑑届」共通様式Ｂ－６
・代理人で申請の場合は「委任状」共通様式Ｂ－５

○ ○ ○

2
・代理人で申請の場合は「委任状」共通様式Ｂ－５
・「外字使用届」共通様式Ｄ－８

○ ○ ○

3 ・「外字使用届」共通様式Ｄ－８ ○ ○ ○

・さいたま市法人市民税の納税証明書又は設立届の
写し
・「外字使用届」共通様式Ｄ－８

○ ○ ○

・「営業所情報報告書」共通様式Ｄ－９ ○ ○ －

担当課 熊谷市 契約室 工事契約担当

ＴＥＬ 048-524-1111（内線：512）

項
番

個別に必要な書類 建設工事
設計調査
測量

土木施設
維持管理

1
・「使用印鑑届」共通様式Ｂ－６
・代理人で申請の場合は「委任状」共通様式Ｂ－５

○ ○ ○

2
・「営業所一覧表」共通様式D－２
・「事業所の写真・案内図」共通様式Ｄ－3

○ ○ ○

・「事業所の写真・案内図」について

申請する事業所の所在地が、熊谷市内にある場合に提出してください。本社、本店の場合は提出不要です。
写真は、事業所全景写真（看板等、社名が確認できるもの）及び事業所内部が広範囲に写っているものを各１枚添付して
ください。
案内図は、目印となる道路・建物・店舗等を含めて記載してください。

代理人を置く営業所の所在地

【説明】

・「営業所一覧表」について

以前提出した営業所一覧表に変更がある場合は、提出してください。支店・営業所等が多い場合は、任意の一覧表でもよ
いです。ただし、様式で指定している項目を満たしているものに限ります。

代理人を置く営業所（支店等）を、さいたま市内に新設する場合に提出してください。

代理人を置く営業所（支店等）を、さいたま市内に新設する場合に提出してください。

共同システムで使用することができない文字がある場合に提出してください。
・「営業所情報報告書」について

熊谷市

変更事項

使用印鑑

４　各自治体で個別に必要な書類

下記の自治体に申請している場合は、個別に必要な書類があります。
自治体ごとに必要な書類や要件が異なります。
書類の詳細、具体的な記載方法等、ご不明な点につきましては、各申請自治体へ直接お問い合わせください。

・「さいたま市法人市民税の納税証明書又は設立届の写し」について

・「外字使用届」について

【説明】

さいたま市

使用印鑑

商号・名称
本店（主たる営業所）の所在地
代表者役職名
代表者氏名

4 代理人を置く営業所の所在地

変更事項

代理人を置く営業所の名称
代理人役職名
代理人氏名

共同受付窓口に書類の送付を行っただけでは、変更申請は承認されません。
該当する申請自治体に、直接、「送付票」及び「個別に必要な書類」を提出してください。
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担当課 川越市　財政部　契約課　工事担当

ＴＥＬ ０４９－２２４－５６３２（直通）

項
番

個別に必要な書類 建設工事
設計調査
測量

土木施設
維持管理

1
・「使用印鑑届」共通様式Ｂ－６
・代理人の場合は「委任状」共通様式Ｂ－５

○ ○ ○

2
・「使用印鑑届」共通様式Ｂ－６
・代理人で申請の場合は「委任状」共通様式Ｂ－５

○ ○ ○

3
・代理人で申請の場合は「委任状」共通様式Ｂ－５
・「事業所の写真・案内図」共通様式Ｄ－3
・「法人設立（変更）等届出書」の写し

○ ○ ○

4 ・代理人の場合は「委任状」共通様式Ｂ－５ ○ ○ ○

5 ・代理人の場合は「委任状」共通様式Ｂ－５ ○ ○ ○

6 ・「営業所一覧表」共通様式D－２ ○ ○ ○

7
・「営業所一覧表」共通様式D－２
・「事業所の写真・案内図」共通様式Ｄ－3
・「法人設立（変更）等届出書」の写し

○ ○ ○

8 ・「委任状」共通様式Ｂ－５ ○ ○ ○

担当課 秩父市　財務部　契約課

ＴＥＬ 0494-25-5216（直通）

項
番

個別に必要な書類 建設工事
設計調査
測量

土木施設
維持管理

1
・「事業所の写真・案内図」共通様式Ｄ－3
・「営業所所在地報告書」共通様式Ｄ－１２

○ ○ ○

・「営業所所在地報告書」について
申請する事業所の所在地が、秩父市内にある場合に提出してください。本社、本店の場合は提出不要です。

代理人の氏名（改姓、改名等）

以前提出した営業所一覧表に変更がある場合は、提出してください。支店・営業所等が多い場合は、任意の一覧表でもよ
いです。ただし、様式で指定している項目を満たしているものに限ります。

秩父市

申請する事業所の所在地が、秩父市内にある場合に提出してください。本社、本店の場合は提出不要です。
写真は、事業所全景写真（看板等、社名が確認できるもの）及び事業所内部が広範囲に写っているものを各１枚添付して
ください。
案内図は、目印となる道路・建物・店舗等を含めて記載してください。

変更事項

代理人を置く営業所の所在地

【説明】

・「事業所の写真・案内図」について

申請する事業所の所在地が、川越市内にある場合に提出してください。

川越市

・「事業所の写真・案内図」について

変更事項

使用印鑑

【説明】

・「営業所一覧表」について

法人の代表者

法人の代表者の役職名又は氏名
（改姓、改名等）

商号・名称

本店（主たる営業所）の所在地

代理人を置く営業所の名称

代理人を置く営業所の所在地

申請する事業所の所在地が、川越市内にある場合に提出してください。
写真は、事業所全景写真（看板等、社名が確認できるもの）及び事業所内部が広範囲に写っているものを各１枚添付して
ください。
案内図は、目印となる道路・建物・店舗等を含めて記載してください。

・「法人設立（変更）等届出書」の写しについて
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担当課 所沢市　財務部　契約課　契約管理グループ

ＴＥＬ 04-2998-9058（直通）

項
番

個別に必要な書類 建設工事
設計調査
測量

土木施設
維持管理

1
・競争入札参加資格者変更届（所沢市独自様式）
・「使用印鑑届」共通様式Ｂ－６
・代理人で申請の場合は「委任状」共通様式Ｂ－５

○ ○ ○

2
・競争入札参加資格者変更届（所沢市独自様式）
・「使用印鑑届」共通様式Ｂ－６
・代理人で申請の場合は「委任状」共通様式Ｂ－５

○ ○ ○

3
・競争入札参加資格者変更届（所沢市独自様式）
・「使用印鑑届」共通様式Ｂ－６
・代理人で申請の場合は「委任状」共通様式Ｂ－５

○ ○ ○

4

・競争入札参加資格者変更届（所沢市独自様式）
・代理人で申請の場合は「委任状」共通様式Ｂ－５
・「事業所の写真・案内図」共通様式Ｄ－3
・「法人設立報告書」又は「営業証明書」（法人市
民税納税証明書でも可）

○ ○ ○

5

・競争入札参加資格者変更届（所沢市独自様式）
・「事業所の写真・案内図」共通様式Ｄ－3
・「法人設立報告書」又は「営業証明書」（法人市
民税納税証明書でも可）

○ ○ ○

6 ・競争入札参加資格者変更届（所沢市独自様式） ○ ○ ○

担当課 本庄市 企画財政部 財政課 管財契約係

ＴＥＬ 0495-25-1165（直通）

項
番

個別に必要な書類 建設工事
設計調査
測量

土木施設
維持管理

1 ・「事業所の写真・案内図」共通様式Ｄ－3 ○ ○ ○

担当課 東松山市　政策財政部　財政契約課　契約ｸﾞﾙｰﾌﾟ

ＴＥＬ 0493-21-1445（直通）

項
番

個別に必要な書類 建設工事
設計調査
測量

土木施設
維持管理

1 ・代理人で申請の場合は「委任状」共通様式Ｂ－５ ○ ○ ○

申請する事業所の所在地が、所沢市内にある場合に提出してください。
写真は、事業所全景写真（看板等、社名が確認できるもの）及び事業所内部が広範囲に写っているものを各１枚添付して
ください。案内図は、目印となる道路・建物・店舗等を含めて記載してください。

・「法人設立報告書」又は「営業証明書」（法人市民税納税証明書でも可）について

代理人、代理人の役職名、代理人を
置く営業所の名称
本店及び営業所の電話番号・FAX番
号等

【説明】

本店（主たる営業所）の所在地

・「事業所の写真・案内図」について

申請する事業所の所在地が、所沢市内に転入する場合に提出してください。

・競争入札参加資格者変更届について
所沢市独自様式で提出してください。

東松山市

本庄市

変更事項

入札参加申請している事業所に代理人を置いている場合には提出してください。

【説明】

・「委任状」について

法人の代表者、代表者の役職名・氏
名

代理人を置く営業所の所在地

所沢市

変更事項

使用印鑑

商号・名称

代理人を置く営業所の所在地

法人の代表者

【説明】

・「事業所の写真・案内図」について

申請する事業所の所在地が、本庄市内にある場合に提出してください。本社、本店の場合は提出不要です。
写真は、事業所全景写真（看板等、社名が確認できるもの）及び事業所内部が広範囲に写っているものを各１枚添付して
ください。
案内図は、目印となる道路・建物・店舗等を含めて記載してください。

変更事項
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担当課 鴻巣市 総務部 契約管財課 契約担当

ＴＥＬ 048-541-9255（直通）

項
番

個別に必要な書類 建設工事
設計調査
測量

土木施設
維持管理

1 ・「事業所の写真・案内図」共通様式Ｄ－3 ○ ○ ○

担当課 深谷市 総務部 総務課 契約係

ＴＥＬ 048-574-6634（直通）

項
番

個別に必要な書類 建設工事
設計調査
測量

土木施設
維持管理

1 ・「事業所の写真・案内図」共通様式Ｄ－3 ○ ○ ○

担当課 草加市　総務部　契約課

ＴＥＬ 048-922-1129（直通）

項
番

個別に必要な書類 建設工事
設計調査
測量

土木施設
維持管理

1 ・「事業所の写真・案内図」共通様式Ｄ－3 ○ ○ ○

担当課 越谷市　総務部　契約課　契約担当

ＴＥＬ 048-963-9131（直通）

項
番

個別に必要な書類 建設工事
設計調査
測量

土木施設
維持管理

1 ・越谷市より発行された「営業届出済証明」の写し ○ ○ ○

申請する事業所の所在地が、鴻巣市内にある場合に提出してください。
写真は、事業所全景写真（看板等、社名が確認できるもの）及び事業所内部が広範囲に写っているものを各１枚添付して
ください。
案内図は、目印となる道路・建物・店舗等を含めて記載してください。

鴻巣市

変更事項

本店（主たる営業所）の所在地
代理人を置く営業所の所在地

【説明】

・「事業所の写真・案内図」について

変更事項

深谷市

変更事項

本店（主たる営業所）の所在地
代理人を置く営業所の所在地

【説明】

・「事業所の写真・案内図」について

申請する事業所の所在地が、深谷市内にある場合に提出してください。
写真は、事業所全景写真（看板等、社名が確認できるもの）及び事業所内部が広範囲に写っているものを各１枚添付して
ください。
案内図は、目印となる道路・建物・店舗等を含めて記載してください。

草加市

越谷市

変更事項

本店（主たる営業所）の所在地
代理人を置く営業所の所在地

【説明】

・「事業所の写真・案内図」について

申請する事業所の所在地が、草加市内にある場合に提出してください。
写真は、事業所全景写真（看板等、社名が確認できるもの）及び事業所内部が広範囲に写っているものを各１枚添付して
ください。
案内図は、目印となる道路・建物・店舗等を含めて記載してください。

本店（主たる営業所）の所在地
代理人を置く営業所の名称、所在地

【説明】

・越谷市より発行された「営業届出済証明」の写しについて

移転先の所在地が越谷市内にある場合のみ提出してください。
個人事業者で、建設工事、設計調査測量を申請している場合は、「住民票」（変更日が確認できるもの）も提出してくだ
さい。
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担当課 戸田市　財務部　管財検査課　契約担当

ＴＥＬ ０４８－４４１－１８００（内線４０８）

項
番

個別に必要な書類 建設工事
設計調査
測量

土木施設
維持管理

1
・「使用印鑑届」共通様式Ｂ－６
・代理人で申請の場合は「委任状」共通様式Ｂ－５

○ ○ ○

2
・「使用印鑑届」共通様式Ｂ－６
・代理人で申請の場合は「委任状」共通様式Ｂ－５

○ ○ ○

3
・代理人で申請の場合は「委任状」共通様式Ｂ－５
・「事業所の写真・案内図」共通様式Ｄ－3
・「法人設立（変更）等届出書」の写し

○ ○ ○

4
・「事業所の写真・案内図」共通様式Ｄ－3
・「法人設立（変更）等届出書」の写し

○ ○ ○

担当課 入間市 総務部 管財課 工事物品契約担当

ＴＥＬ ０４―２９６４―１１１１（内線3244・3245）

項
番

個別に必要な書類 建設工事
設計調査
測量

土木施設
維持管理

1 ・「事業所の写真・案内図」共通様式Ｄ－3 ○ ○ ○

担当課 北本市　総合政策部　財政課　契約・検査担当

ＴＥＬ 048-594-5513（直通）

項
番

個別に必要な書類 建設工事
設計調査
測量

土木施設
維持管理

1 ・「営業所一覧表」共通様式D－２ ○ ○ ○

戸田市

変更事項

使用印鑑

商号・名称

代理人を置く営業所の所在地

変更事項

【説明】

入間市

・「事業所の写真・案内図」について

申請する事業所の所在地が、戸田市内にある場合に提出してください。本社、本店の場合は提出不要です。
写真は、事業所全景写真（看板等、社名が確認できるもの）及び事業所内部が広範囲に写っているものを各１枚添付して
ください。
案内図は、目印となる道路・建物・店舗等を含めて記載してください。

・「法人設立（変更）等届出書」の写しについて
申請する事業所の所在地が、戸田市内にある場合に提出してください。

本店（主たる営業所）の所在地
代理人を置く営業所の所在地

【説明】

変更事項

・「事業所の写真・案内図」について

申請する事業所の所在地が、入間市内にある場合に提出してください。
写真は、事業所全景写真（看板等、社名が確認できるもの）及び事業所内部が広範囲に写っているものを各１枚添付して
ください。
案内図は、目印となる道路・建物・店舗等を含めて記載してください。

北本市

営業所一覧表

【説明】

・「営業所一覧表」について
以前提出した営業所一覧表に変更がある場合は、提出してください。

本店（主たる営業所）の所在地
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担当課 三郷市 財務部 契約検査課 契約係

ＴＥＬ 048-930-7767（直通）

項
番

個別に必要な書類 建設工事
設計調査
測量

土木施設
維持管理

1
・「使用印鑑届」共通様式Ｂ－６
・代理人で申請の場合は「委任状」共通様式Ｂ－５

○ ○ ○

2 ・「事業所の写真・案内図」共通様式Ｄ－3 ○ ○ －

担当課 ふじみ野市 総務部 管財課 管財・契約係

ＴＥＬ ０４９－２６２－９０１０（直通）

項
番

個別に必要な書類 建設工事
設計調査
測量

土木施設
維持管理

1 ・「事業所の写真・案内図」共通様式Ｄ－3 ○ ○ －

担当課 毛呂山町　管財課　契約係

ＴＥＬ ０４９-２９５-２１１２（内線５４１）

項
番

個別に必要な書類 建設工事
設計調査
測量

土木施設
維持管理

1
・「営業所一覧表」共通様式D－２
・「事業所の写真・案内図」共通様式Ｄ－3

○ ○ ○

三郷市

変更事項

変更事項

使用印鑑

・「事業所の写真・案内図」について

申請する事業所の所在地が、三郷市内にある場合に提出してください。
写真は、事業所全景写真（看板等、社名が確認できるもの）及び事業所内部が広範囲に写っているものを各１枚添付して
ください。
案内図は、目印となる道路・建物・店舗等を含めて記載してください。

本店（主たる営業所）の所在地
代理人を置く営業所の所在地

【説明】

申請する事業所の所在地が、ふじみ野市内にある場合に提出してください。
写真は、事業所全景写真（看板等、社名が確認できるもの）及び事業所内部が広範囲に写っているものを各１枚添付して
ください。
案内図は、目印となる道路・建物・店舗等を含めて記載してください。

毛呂山町

ふじみ野市

代理人を置く営業所の所在地

申請する事業所の所在地が、毛呂山町内にある場合に提出してください。本社、本店の場合は提出不要です。
写真は、事業所全景写真（看板等、社名が確認できるもの）及び事業所内部が広範囲に写っているものを各１枚添付して
ください。
案内図は、目印となる道路・建物・店舗等を含めて記載してください。

【説明】

・「営業所一覧表」について
以前提出した営業所一覧表に変更がある場合は、提出してください。

・「事業所の写真・案内図」について

【説明】

変更事項

代理人を置く営業所の所在地

・「事業所の写真・案内図」について
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＝ 第３章 ＝ システム操作の流れ ＝ 

１ システム操作の流れ 

   埼玉県電子入札共同システムで変更申請を行うまでの主な手順です。 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

    
20  
 
 

 
 
22  
 

 
 

28 ŀ 
34 ŀ 
39  
 

 
 
43  
 
 

 
 
44  
 
 

 
 
45  
 
 

 

 
 
 

 
47  
 

 

ユーザＩＤ・パスワードを入力してシステムにログ

インする。 
 
 
 
変更が必要な事項のデータを変更する。 

 
 
 
 

変更した内容を確認する。 
 
 
 
 

送信する内容を再度確認し、送信内容を印刷す

る。 

 
 
 
変更申請を送信する。 

 

 
 
 
変更申請を行う各自治体の送付票を印刷する。 

 

 
 

3 ş7  
①共同受付窓口に送付票及び添付書類を郵送

する。 

8ş13  
②一部自治体には、個別に必要な書類を郵送

する。 

 

 

 

 

申請先自治体の受理状況を確認する。 

 

システムにログインする 

変更申請書作成 

申請書入力データ登録確認 

入力内容確認 

入力データ送信 

送付票印刷 

①共同受付窓口に送付票、添付書類を郵送 

②各自治体に個別に必要な書類を郵送 

受理状況の確認 


